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新型コロナウイルスの感染症にかかる今後の対応について 

（令和２年３月 23日時点） 
 

平素は、丹波市の教育活動に格別のご理解とご支援をいただき、誠にありがとうご
ざいます。 
さて、この度の新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休校の措置につきまし

ては、子どもや保護者の皆様に多大なるご迷惑、ご負担をおかけしているところでご
ざいます。その中で、小・中学校における卒業式も無事に終了し、後は修了式を残す
のみとなりました。これもひとえに、保護者の皆様のご理解とご協力によるものと感
謝申しあげます。 
国の「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（2020年３月 19日）によると、新型

コロナウイルス感染症については、依然として警戒を緩めることはできない状況であ
り、春季休業期間以降の対応についても慎重に決定する必要があります。 
今回、丹波市新型コロナウイルス対策本部会議や国、県の状況等、総合的に判断し、

丹波市臨時教育委員会におきまして、今後の対応を下記のとおり決定いたしました。 
つきましては、児童生徒の健康・安全を最優先に考えるとともに、今後の対応につ

いて、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

記 
 

１ 今後の対応について 
  春季休業中 
  ○子どもたちの健康・安全を第一に考え、臨時休校中の扱いと同様にします。 
   ・部活動は中止を継続します。 
  ４月７日（火）以降 
  ○学校を再開します。感染防止対策については引き続き徹底しながら、子どもた 

ちの健康・安全に十分配慮します。 
   ・始業式は、修了式と同じく全校生を集合させることなく実施します。 

・入学式は、規模を縮小して実施します。（卒業式に準じる） 
   ・部活動を、再開します。但し、朝練習を中止し、活動時間は２時間までとし

ます。 
   ・学校給食は実施します。 
 
２ 春季休業中の過ごし方 
 (１) 手洗い・咳エチケットの励行、状況に応じたマスクの着用などの感染症対策 

の徹底をお願いします。 
 (２) 咳や発熱などの風邪症状が見られる場合は、医療機関に相談し、新型コロナ

ウイルス感染の疑いがある場合は、その結果を学校へご連絡ください。濃厚接
触等があった場合の登校等に係る判断につきましては、保健所に問い合わせい
ただき、その結果を学校までご連絡ください。 

  
 
 



３ 今後の対応に伴う留意事項について 
（１）学校再開後、37.5度以上の発熱がある場合は、ご家庭で休養させていただきま 

すようお願いいたします。また、新型コロナウイルス感染に伴う不安のために、
登校を危惧される場合は、その旨を学校までご連絡ください。 

（２）学校において、37.5度以上の発熱や児童生徒に強い倦怠感や息苦しさ（呼吸困 
難）がある場合、保護者の方へお迎えをお願いすることがあります。 

（３）学校再開後も、できるだけマスクを着用して登校させてください。 
（４）春季休業中も、必要に応じて、これまで同様、各学校のホームページや連絡メ 

ール等を活用して連絡をさせていただく場合があります。 
（５） 認定こども園はこれまで同様に開園されますが、感染拡大防止の観点を踏まえ、 

各家庭で利用についてご検討ください。 
（６）レインボー教室（適応指導教室）についても、学校に準じて対応するものとし、 

開室します。 
 
４ 入学式、始業式等について 
 （１）入学式の扱いについては、卒業式に準じて以下の通りとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２）始業式は、感染拡大防止対策を行った上で、小・中学校ともに実施します。 
 
５ その他 
（１）アフタースクールについては、原則、春季休業中もこれまでと同じ対応とし

ます。但し、４月１日（水）から６日（月）までは、新１年生と新４年生も受
け入れます。７日（火）以降は、通常通り実施します。（アフタースクールの
対応の詳細につきましては、丹波市教育委員会子育て支援課からの通知をご確
認願います。） 

（２）今後も不要不急な外出は避け、感染防止に努めてください。（但し、子ども
たちの運動不足等を解消するために、日常的な運動を安全な環境下で行うこと
は構いません。） 

 （３）児童館、子育て学習センター、図書館の学習スペースの利用は、引き続き休 
館及び休止としますが、４月 7日以降は、通常通りとします。 

（４）今後の対応につきましては、現時点での判断であり、今後の状況等によって 

は変更になる場合があります。 

  

①小学校は４月８日（水）、中学校は９日（木）に実施します。 

②入学式の出席者は、新入生、保護者、教職員とします。 

③式典の時間は 30分を目安とし、内容は校長の式辞、新入生の呼名等を原則

とします。 

④式典については、可能な限りマスクの着用をし、椅子の間隔を広げる、消 

毒液を置く等の感染防止に努めます。 


